
 

 ○筑波大学科目等履修生細則 

 

                                平成１７年７月２１日 

                                法 人 細 則 第 ２ ４ 号 

                                       改正 平成１７年法人細則第３６号 

                                          平成１９年法人細則第１０号 

                                          平成２０年法人細則第 １号 

                                          平成２２年法人細則第１２号 

                                          平成２３年法人細則第２８号 

令和 元年法人細則第１２号  

令和 ２年法人細則第２１号 

 

   筑波大学科目等履修生細則 

 

 （趣旨） 

第１条 この法人細則は、筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号。以下「学群学則」

という。）第６９条第３項及び筑波大学大学院学則（平成１６年法人規則第１１号。以下「大学

院学則」という。）第７５条第３項の規定に基づき、科目等履修生に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 

 （入学の時期） 

第２条 科目等履修生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。 

 

 （入学資格） 

第３条 科目等履修生として入学できる者は、当該授業科目を履修するに十分な学力があると認

められた者とする。 

 

 （入学の出願に係る書類） 

第４条 科目等履修生となることを志願する者（以下「志願者」という。）は、入学願書に次に掲

げる書類を添えて、学長に願い出るものとする。 

 (1) 検定料受付証明書（志願者が、国立大学法人筑波大学科目等履修生等の授業料等に関する

規程（平成１７年法人規程第３４号）第２条第１項に定める額の検定料（以下この号におい

て「検定料」という。）を国立大学法人筑波大学（以下「法人」という。）が指定する金融機

関（郵便局を含む。以下この号において同じ。）の口座に納付した際に、当該金融機関から

交付される証明書をいう。）又は検定料収納証明書（志願者が検定料を、法人が指定するコ

ンビニエンスストアで納付した際に当該コンビニエンスストアから交付される証明書又は

法人が指定する方法でクレジットカード決済により納付した際に発行される証明書をい

う。） 



 (2) 最終学校成績証明書（志願者の学歴のうち最も上位の学校に係る成績証明書をいう。第３

項において同じ。） 

 (3) その他学群又は学術院（以下「学群等」という。）において選考上必要とするもの 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、検定料受付証明書又は検定料収納証明書は、学群学則第７

２条第１項ただし書又は大学院学則第７９条第１項ただし書に該当するときは、添付を要しな

い。 

３ 第１項第２号の規定にかかわらず、最終学校成績証明書は、前年度から引き続いて出願する

とき又は廃校その他相当の理由があるときは、添付を要しない。 

 

 （選考方法） 

第５条 志願者の選考は、書類審査その他の学群等の定める方法により行うものとする。 

 

 （選考手続） 

第６条 選考手続は、次のとおりとする。 

 (1) 学群等は、前条に規定する選考を実施し、判定資料を作成する。 

 (2) 人文・文化学群、社会・国際学群、人間学群、生命環境学群、理工学群、情報学群又は医

学群にあっては学類教育会議及び学群運営委員会、体育専門学群又は芸術専門学群にあって

は専門学群教育会議、学術院にあっては学術院運営委員会（以下「教育会議等」という。）

が、前号の判定資料により合否についての原案を審議する。 

 (3) 学群長及び学術院長（以下「学群長等」という。）は、前号の審議の結果を学長に報告す

る。 

 

 （選考委員会の設置） 

第７条 教育会議等は、前条第２号に規定する合否についての原案に係る審議を行わせるため、

別に定めるところにより、教育会議等に代えて、それぞれ入学者の選考委員会を設置すること

ができる。 

 

 （合否決定等） 

第８条 学長は、第６条第３号に規定する学群長等の報告に基づき合否を決定し、その結果を志

願者に文書をもって通知する。 

 

 （入学手続及び入学許可） 

第９条 前条の合格の通知を受けた者であって科目等履修生として入学を希望するものは、所定

の期日までに、学群学則第７２条第２項又は大学院学則第７９条第２項に規定する入学料及び

授業料を納付し、かつ、次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、学群学則第７２

条第２項ただし書又は大学院学則第７９条第２項ただし書に該当するときは、入学料及び授業

料の納付を要しない。 

 (1) 誓約書 



 (2) 科目等履修生記録 

 (3) その他学群等において必要とするもの 

２ 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

 

 （履修期間） 

第１０条 履修期間は、入学を許可された年度内とする。 

 

 （履修科目の制限） 

第１１条 学群長等は、必要があるときは、授業科目の履修を制限することができる。 

 

 （証明書の交付） 

第１２条 科目等履修生の修得単位、在籍期間等については、本人の請求により、証明書を交付

する。 

 

（科目等履修生の所属の取扱い） 

第１３条 科目等履修生の所属の取扱いは、次のとおりとする。 

 (1) 過去に筑波大学の学生として在籍した者の所属は、出身の学類、専門学群、研究群又は専

攻（以下「学類・研究群等」という。）とする。ただし、入学時において卒業、修了若しく

は退学時に所属していた学類・研究群等が存しない者又は研究科に所属していた者にあって

は、当該学類・研究群等又は当該研究科を引き継ぐ学類・研究群等の所属とする。 

(2) 他大学出身者の所属は、志願時に履修しようとする授業科目の単位数を、それぞれの授業

科目を開設する学類・研究群等ごとに集計し、当該単位数の最も多い学類・研究群等とし、

最多単位数が複数の学類・研究群等において同数となるときは、国立大学法人筑波大学の組

織及び運営の基本に関する規則施行規程（平成１６年法人規程第１号）第２０条及び第２２

条に規定する学類・研究群等の順（以下「編制順」という。）により決定する。ただし、次

の表の中欄に掲げる科目の区分に分類される授業科目のみを履修しようとする他大学出身

者の所属は、それぞれの授業科目を同表の右欄の学類・研究群等が開設する授業科目として

取り扱った上でそれぞれの授業科目を開設する学類・研究群等ごとに集計し、当該単位数の

最も多い学類・研究群等とし、最多単位数が複数の学類・研究群等において同数となるとき

は、編制順により決定する。 

学群・大学院の別 科目の区分 学類・研究群等 

学群 共通科目「外国語」及び「国

語」 

人文学類 

共通科目「情報」 情報科学類 

共通科目「体育」 体育専門学群 

共通科目「芸術」 芸術専門学群 

自由科目（特設） 当該科目を担当する大学教員が主として



担当する学類又は専門学群 

教職に関する科目 教育学類。ただし、他の学類又は専門学群

が開設母体となっている科目については、

当該学類又は専門学群 

博物館に関する科目 当該科目を担当する大学教員が主として

担当する学類又は専門学群 

大学院 大学院共通科目及び学術院

共通専門基盤科目 

当該科目の開設母体となっている研究群

又は専攻 

２ 前項の規定にかかわらず、学群学則第２６条第１項第１号及び大学院学則第２８条第１項の

規定に基づき開設される教員の免許状の取得に必要な授業科目を履修する場合において、取得

を希望する教員免許の種類及び教科について課程認定を受けた学類・研究群等の所属とする必

要があるときの所属は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 教科に関する科目を履修しようとする場合 当該授業科目を開設する学類・研究群等ごと

に単位数を集計し、当該単位数の最も多い学類・研究群等 

 (2) 前号の最多単位数となる学類・研究群等が複数ある場合又は教職に関する科目のみを履修

しようとする場合 取得を希望する教員免許の種類及び教科について課程認定を受けてい

る学類・研究群等の編制順 

３ 前２項の規定にかかわらず、継続して科目等履修生に志願する者又は過去に科目等履修生と

して在籍した者で新たに志願するものの所属は、原則として、科目等履修生として所属してい

た学類・研究群等とする。ただし、入学時において当該所属していた学類・研究群等が存しな

い者又は研究科に所属していた者にあっては、当該学類・研究群等又は当該研究科を引き継ぐ

学類・研究群等の所属とする。 

４ 前３項によってもなお所属決定に困難がある場合その他教育を担当する副学長が必要と認め

る場合は、当該副学長が所属を決定する。 

 

 （授業科目の履修方法等） 

第１４条 科目等履修生に係る授業科目の履修方法及び単位の認定その他履修に関し必要な事項

は、筑波大学の学生の例による。 

 

（法人規則等の遵守） 

第１５条 科目等履修生は、法人の法人規則等（次条において「法人規則等」という。）を遵守し

なければならない。 

 

 （その他） 

第１６条 科目等履修生については、この法人細則に定めるもののほか、必要な事項については、

学群学則、大学院学則その他法人規則等の規定を準用する。 

 

（雑則） 



第１７条 この法人細則に定めるもののほか、科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

１ この法人細則は、平成１７年７月２１日から施行する。 

２ この法人細則の施行の際現に在籍する科目等履修生は、この法人細則の規定により入学した

ものとみなす。 

 

   附 則（平１７．１１．１７法人細則３６号） 

 この法人細則は、平成１７年１１月１７日から施行する。 

 

   附 則（平１９．３．２７法人細則１０号） 

１ この法人細則は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ 第一学群、第二学群、第三学群、医学専門学群及び図書館情報専門学群が存続する間、当該

学群に係る科目等履修生の取扱いについては、この法人細則による改正後の国立大学法人筑波

大学科目等履修生細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

   附 則（平２０．３．２７法人細則１号） 

 この法人細則は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２２．５．３１法人細則１２号） 

 この法人細則は、平成２２年５月３１日から施行し、改正後の筑波大学科目等履修生細則の規

定は、同年４月１日から適用する。 

 

附 則（平２３．９．２９法人細則２８号） 

 この法人細則は、平成２３年１０月１日から施行する。 

 

附 則（令元．１２．２６法人細則１２号） 

 この法人細則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則（令２．１０．２２法人細則２１号） 

 この法人細則は、令和３年４月１日から施行する。 

 


